
提出 提示

土木関係 建築営繕
受注者
保管

電子可 紙

監督職員任命通知書 約款第9条第1項 － － ○ ― ○ 財務会計システムの様式を使用すること。

工事着工届 － － ○ ○ ○ ○ 提出を省略することができる。

現場代理人等通知書 約款第10条 15 6-1 ○ ○ ○ ○ 工事着工日までに提出すること。

現場代理人兼務申請書 約款第10条 ○ ○ ○ ○ 現場代理人を兼務させる場合、提出すること。

現場代理人等変更通知書 約款第10条 17 6-1 ○ ○ ○ ○ 現場代理人等を変更する場合、提出すること。

工程表 約款第3条第1項 11 3 ○ ○ ○ ○ 契約締結後、7日以内に提出すること。

工事元請・下請関係者届出書 約款第7条 14 8 ○ ○ ○ ○

下請契約締結後、速やかに提出すること。(下請が無い場合は提出不要)
※県様式を使用する場合、注2 誓約書の添付は不要。
下請届添付書類（下請契約書の写し、健康保険証、資格証の写し等）は
提出不要（提示のみ）

建設業退職金共済制度の掛金収納書 共仕第1編1-1-1-40 21 ○ ○ ○ ○ 提出できない事情がある場合は、理由を書面で提出すること。

建退共証紙受払簿
現説時指導事項(H11.3.31付建設
省厚契発第22号） － － ○ ― ○ ○

共済証紙の購入状況を把握するため、関係書類とともに提示を求めるこ
とがある。

前払金支払請求書 約款第34条第1項 42-2 ○ ― ○ ○

再生資源利用計画書
－建設資材搬入工事用－

共仕第1編1-1-1-19 ○ ― ○ ○

再生資源利用促進計画書
－建設副産物搬出工事用－

共仕第1編1-1-1-19 ○ ― ○ ○

説明書 62 ○ ○ ○ ○

建設工事に係る資材の再資源化に関
する法律第13条および特定建設資材
に係る分別解体に関する省令第4条に
基づく書面

建設リサイクル法第13条 64～67 ○ ○ ○

通知書 建設リサイクル法第11条 61 ○ ○ ○
建設リサイクル法の対象建設工事に該当する場合、契約締結後、速やか
に提出すること。

工事実績情報システム（コリンズ）
への登録

共仕第1編1-1-1-5 － － ○ ― ○ ○
請負金額が500万円以上の場合、受注者が登録すること。
監督者はシステムからのメールで確認

特定元方事業者の指名について 労働安全衛生法第30条第2項 18 ○ ― ○ 工事着手時又は工事中に指名の必要が生じた場合、提出すること。

特定元方事業者の指名について（同
意）

労働安全衛生法第30条第2項 19 ○ ○ ○ ○ 特定元方事業者の指名を受けたときに提出すること。

特定元方事業者の指名について（通
知）

労働安全衛生法第30条第2項 20 ○ ○ ○ 特定元方事業者の指名について同意を得たときに提出すること。

事前協議チェックシート 電子納品の手引き（案）越前市版 ○ ○ ○ ○
電子納品対象対象工事の場合、受発注者間で協議のうえ、作成するこ
と。

国土交通省のホームページから最新の様式をダウンロードして使用する
こと。

国交省様式

建設リサイクル法の対象建設工事に該当する場合、契約締結前に提出
し、受発注者が記名押印して相互に交付すること。
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工事関係書類一覧表（越前市版）
工　　　事　　　関　　　係　　　書　　　類 福井県工事関係

標準様式（様式No）

書類作成者

押印
省略

○：可
－：省略済

位置付け 提出方法
(事前協議で決定)

作成
時期

種　別 書　類　名　称 書類作成の根拠 発注者 受注者

令和８年３月修正版

1 / 5 ※県様式を使用する場合は、内容を適宜修正すること。
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令和８年３月修正版

施工計画書
共仕第1編1-1-1-4-1
越前市建設工事における週休2日
実施要領

73～84 ○ － ○ ○

工事着手前に提出すること。重要な変更が生じた場合、その都度当該工
事に着手する前に変更施工計画書を提出すること。
週休2日対象工事の場合は、対象期間及び現場閉所日を明記すること。
請負額200万円以上400万円未満の工事については、【簡易版】施工計画
書の提出で可

工事測量成果表（仮ＢＭ及び多角点
の設置）

共仕第1編1-1-1-38-1 － － ○ － ○ ○

工事測量結果（設計図書との照合） 共仕第1編1-1-1-38-1 － － ○ － ○ ○ 設計図書と差異があった場合のみ提出すること。

施工体制台帳
建設業法第24条の7、
共仕第1編1-1-1-10 5 61(2) ○ － ○ ○

施工体系図
建設業法第24条の7、
共仕第1編1-1-1-10 7 61(3) ○ － ○ ○

工事打合せ簿 約款第9条第4項 1 11 ○ ○ － ○ ○

関係機関協議資料（許可後の資料） 共仕第1編1-1-1-36-3 － － ○ － ○ - -
許可後の資料については提示とする。
ただし、監督職員から請求があった場合は提出すること。

近隣協議資料 共仕第1編1-1-1-36 － － ○ － ○ - - 監督職員から請求があった場合は提出すること。

材料確認申請書兼使用材料一覧
（同等品使用承認願）

約款第13条、
共仕第2編2-1-2-1 2 16,13-1 ○ － ○ ○ 設計図書で指定した材料がある場合は提出すること。

材料納入伝票 共仕第2編2-1-2-1 － － ○ － ○ ○
設計図書で指定した材料や監督職員から請求があった場合は提出するこ
と。

中間検査・事務所確認・確認・立会
申請書兼記録書

約款第14条、
共仕第3編3-1-1-4
         3-1-1-8

3 14 ○ － ○ ○

・受注者が作成する出来形管理資料に、確認した実測値を記入するこ
と。
・監督職員又は検査職員が臨場した場合の状況写真は不要。
・監督職員又は検査職員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写
真の撮影を省略することができる。

土曜・休日・夜間作業届 共仕第1編1-1-1-37 87 ○ － ○ 作業日の前日までに口頭、電子メール等により連絡する

工事月報
越前市建設工事における週休2日
実施要領

○ － ○ ○ 週休2日対象工事の場合は、毎月5日までに提出すること。

安全管理資料 共仕第1編1-1-1-27 － － ○ － ○ - -
実施した内容について提示のみで提出不要
（KY活動記録、新規入場者教育、店社パトロール等）

事故速報 共仕第1編1-1-1-30 13-2 ○ － ○ ○
事故が発生した場合、直ちに監督職員に連絡するとともに、事故の概要
を書面により速やかに報告すること。

事故発生報告書 共仕第1編1-1-1-30 13 ○ － ○ ○ 監督職員の指示する期日までに報告すること。

事故顛末書 共仕第1編1-1-1-30 － － ○ － ○ ○ 監督職員の指示する期日までに報告すること。
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請負金額に関わらず、下請契約締結後、速やかに提出すること。

※参考資料：建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者（国土交通
省　近畿地方整備局）

作業員名簿の添付書類は提出不要、工事担当技術者台帳役割分担表は作
成不要
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工
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工事履行報告書
約款第11条、
共仕第1編1-1-1-25 4 15 ○ － ○ ○

工程の進捗状況を把握するため、実施工程表の提示を求めることがあ
る。

品

質

管

理

品質規格証明資料 共仕第2編2-1-2 － － ○ － ○ ○ 設計図書で指定した材料がある場合、提出すること。

認定請求書
約款第34条4項
市公共工事中間前金払取扱要領

○ ○ ○

工事履行報告書
約款第34条4項
市公共工事中間前金払取扱要領

○ － ○ ○

認定調書
約款第34条4項
市公共工事中間前金払取扱要領

○ － ○

指定部分完成通知書 約款第38条1項 46 ○ ○ ○ ○

指定部分引渡書 約款第38条1項 45 ○ ○ ○ ○

請負工事既済部分検査請求書 約款第37条2項 51 17-1 ○ ○ ○ ○

既済部分確認通知書 約款第37条3項 50-2 17-2 ○ － ○

修補指示書 共仕第1編1-1-1-21-5 52 ○ － ○

修補完了報告書 共仕第1編1-1-1-21-5 53 25 ○ － ○ ○

是正等の措置請求について 約款第12条第1項、第2項、第4項 39 ○ ○ ○ ○ 不適当と認める時

工事の部分使用について 約款第33条第1項 38 ○ ○ ○ ○ ○ 工事目的物の全部又は一部を使用するときに提出すること。

工期延長請求書 約款第21条 37 22 ○ ○ ○ ○ 工期の延長を請求する場合、提出すること。

工事の一時中止について 約款第20条 28,29 ○ － ○

協議及び指示書
約款第23条、第24条
協議及び指示書提示実施要領第3
条

○ － ○
設計変更を指示する必要がある場合、指示内容が分かる図書を添付して
通知すること。

工程（変更）表 約款第3条第1項 11 3 ○ ○ ○ ○ 変更契約後、速やかに提出すること。

工事元請・下請関係者（変更）届出
書

約款第7条 14 8 ○ ○ ○ ○
下請契約締結後、速やかに提出すること。
※県様式を使用する場合、注2 誓約書の添付は不要。
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賃金または物価変動に基づく請負代
金額の変更請求について

約款第25条第1項、第2項、第3項 31 ○ ○ ○ ○ ○
インフレスライド又は単品スライドによる請求を行う場合、提出するこ
と。

賃金または物価変動に基づく請負代
金額の変更による協議日について

約款第25条第7項 32 ○ － ○ 請求を受けた日から7日以内に提出すること。

賃金または物価変動に基づく請負代
金額の変更の協議について

約款第25条第5項、第6項 33 ○ ○ ○ ○ ○ 協議開始の日から14日以内に提出すること。

工事材料持出承認願 約款第13条第4項 22 ○ ○ ○ ○ 工事材料を工事現場外に搬出する場合、提出すること。

支給品受領書 約款第15条第3項 24 ○ － ○ ○ 支給材料引渡しの日から7日以内に提出すること。

支給品精算書 共仕第1編1-1-1-16 25 ○ － ○ ○ 工事完成時に提出すること。

貸与品借用（返納）書 約款第15条第3項、第9項 23 ○ － ○ ○
借用書は貸与品引渡しの日から7日以内に提出すること。
返納書は貸与品を返還するときに提出すること。

貸与品・支給品滅失き損報告書 約款第15条第10項 26 ○ － ○ ○ 支給材料・貸与品が滅失・き損した場合、速やかに提出すること。

現場発生品調書 共仕第1編1-1-1-18 27 ○ － ○ ○ 現場発生品を引渡すときに提出すること。

天災その他の不可抗力による損害の
通知について

約款第29条第1項 34 ○ － ○ ○

被災内訳および内容確認書 約款第29条第1項 35 ○ － ○ ○

天災その他の不可抗力による損害の
確認の通知について

約款第29条第2項 36 ○ － ○

天災その他の不可抗力による損害額
について（請求）

約款第29条第3項 40 ○ － ○ ○

天災その他の不可抗力による損害額
について（通知）

約款第29条第4項 41 ○ － ○

適切な施工の確保について 約款第12条2項 58 ○ － ○

改善指導書 約款第12条2項 59 ○ － ○

改善勧告書 約款第12条2項 60 ○ － ○

出来形報告書
（数量内訳書、出来形図）

共仕第3編3-1-1-5 － － ○ － ○ ○ 中間検査、既済部分検査等の際に提出すること。その他
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完成通知書 約款第31条1項 48 23 ○ ○ ○ ○ 工事完成日に提出すること。

代理受領承認願 約款第42条 49 ○ ○ ○ ○ 工事請負代金を代理人に受領させる場合、提出すること。

契約保証金等返還請求書 契約規則第27条第1項 49-2 72 ○ ○ ○ 完成検査後に提出すること。

契約保証金にかかる受領書 契約規則第27条第1項 49-3 73 ○ ○ ○ ○ 保証書が返還されたときに提出すること。

引渡書 約款第31条4項 47 27 ○ ○ ○ ○ 完成検査後、工事目的物の引渡しの際に提出すること。

出来形管理資料 共仕第1編1-1-1-24-8 － － ○ － ○ ○
施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
出来形の測定位置が分かるように略図を記載すること。

品質管理資料 共仕第1編1-1-1-24-8 － － ○ － ○ ○
施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
品質の測定位置が分かるように略図を記載すること。

試験成績書、出荷証明書、材料納入
伝票等

共仕第3編3-1-1-13 － － ○ － ○ ※ ※
材料納入伝票は、市単独工事については提出不要（提示のみ）
※国庫事業等については、監督職員と協議のうえ、提出すること。

工事写真 共仕第1編1-1-1-24-8 － － ○ － ○ ○
撮影にあたっては、国土交通省写真管理基準（案）に準ずること。
電子納品の手引き（案）越前市版に基づき提出すること。
排ガス、低騒音機械の写真：監督職員からの請求があった場合は提示

創意工夫・社会性等に関する実施状
況

共仕第3編3-1-1-10 － － ○ － ○ ○ 創意工夫、地域社会への貢献等を実施した場合、提出すること。

工事完成図
共仕第1編1-1-1-20、
共仕第3編3-1-1-7 － － ○ － ○ ○ ○

電子納品の手引き（案）越前市版に基づき、電子成果品及び紙の成果品
で納品すること。

再資源化等報告書 建設リサイクル法第18条 63 ○ － ○ ○
建設リサイクル法の対象建設工事に該当する場合、再資源化等の完了
後、速やかに提出すること。

再生資源利用実施書
-建設資材搬入工事用-

共仕第1編1-1-1-19 ○ － ○ ○ ○

再生資源利用促進実施書
－建設副産物搬出工事用－

共仕第1編1-1-1-19 ○ － ○ ○ ○

産業廃棄物管理票（マニフェスト） 共仕第1編1-1-1-19-2 － － ○ － ※ ○ ※
Ａ表、Ｅ表の綴りについては提出不要（提示のみ）
廃棄物処理法に基づき、原本は受注者が5年間保管すること。
※設計図書で指定がある場合、写しを提出すること。

建設発生土処理票 共仕第1編1-1-1-19-2 － － ○ － ○ ○ 原本を提出すること。

検査前チェックシート 電子納品の手引き（案）越前市版 － － ○ － ○ ○ 電子成果品を提出する前にチェックを行うこと。

工事の契約不適合責任修補請求につ
いて

約款第44条1項 54 ○ － ○

確認書（契約不適合責任修補） 約款第44条1項 55 ○ ○ ○ ○

完成通知書（契約不適合責任修補） 約款第44条1項 56 ○ ○ ○ ○

契約不適合責任修補引渡書 約款第44条1項 57 ○ ○ ○ ○

国交省様式 建設リサイクル法の対象建設工事に該当する場合、再資源化等報告書添
付資料として紙でも提出すること。
※国土交通省のホームページから最新の様式をダウンロードして使用す
ること。提出前にエラーチェックを行うこと。国交省様式

その他

そ

の

他
修補

工

事

完

成

時

契約関係書類

工事書類

工事完成図書

再資源化関係

5 / 5 ※県様式を使用する場合は、内容を適宜修正すること。


